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医療機関は適切に受診しましょう

地域で高齢者を温かく見守りましょう

９月９日は救急の日です

９月は「高齢者見守り強化月間」

問い合わせ 村上地域振興局健康福祉部（村上保健所）地域保健課　☎53−8368

問い合わせ 介護高齢課地域包括支援センター　☎53−2111（内線3432） 記事 ID 0035493

　近年、「夜間の方がすいているから」「昼間は仕事が
あるから」などの理由で、軽い症状でも休日や夜間
に病院の救急外来を受診する方が増える傾向にあり
ます。このため、救急外来が混み合い、命に関わる
ような重症患者への対応が遅れてしまうことが懸念
されています。
　身近な地域の救急医療体制を守るためには、医療
機関を適正に利用するという住民の皆さんのご理解
とご協力が不可欠です。
　平日の夜間および日曜日、祝日、年末年始に急な
受診が必要な場合は、村上市急患診療所が内科・小
児科の診療を行っておりますのでご利用ください。

　高齢者のなかには、困っていてもすぐに「助けて」
と言えない人もいます。そういった状況に気づくに
は、皆さんが日頃から地域に目を向け、高齢者やそ
の家族が孤立しないようお互いに声を掛け合うこと
が大切です。
　もしご近所の高齢者の様子が「いつもと違う」「何
かおかしい」と感じたときは、どんなに小さな気づ
きでも、地域包括支援センターにご相談ください。�

誰でもできる！日頃からの見守り運動
■「あいさつ」ご近所で声を掛け合いましょう。
■ 「気くばり」高齢者をさりげなく思いやりましょ

う。
■ 「助け合い」お互いさまの心で、地域で助け合い

ましょう。

　また、LINEアプリからAI救急相談ができるよう
になりました。急な病気やケガのとき、LINEから
受診の必要性があるか相談ができます。AIによる
チャット相談なので、24時間対応可能です。もし
もの時に備えて、ぜひ登録をお願いします。
　詳しくは下記のURLもしくは二次元コードから
ご確認ください。

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/aikyukyu/

ご近所の高齢者にこんな異変はありませんか？
―　見守りのポイント　ー

本人に会ったときに…
□顔色が悪い、具合が悪そう
□同じことを何度も言ったり尋ねたりする
□暴言を吐くなど性格が変わった
□慣れた道で迷っている
□天気や季節に合わない服装や汚れた服を着ている
□不自然なところに傷やあざがある
□介護者が疲れている

住まいの外側から…
□郵便物や新聞がたまっている
□何日も同じ洗濯物が取り込まれていない
□暗くなっても電気がつかない日が続いている
□普段見かけない人が出入りしている
□家の中から怒鳴り声や大きな物音が聞こえる

よく見かける場所で…
□お店などで会計がうまくできない
□�参加していた集まりに来なくなった、長い間出会
わない
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『おかしいなあ・・・』と思ったら、迷わずご相談ください

村上市消費生活センター　☎53−2111（内線2233、2234）FAX53−2541
※専門の相談員がいます

荒川支所地域振興課 ☎62−3103 朝日支所地域振興課 ☎72−6885
神林支所地域振興課 ☎66−6112 山北支所地域振興課 ☎77−3112

消費者ホットライン188
イメージキャラクター 一人で悩まず、まずは相談！

困ったときは、消費者ホットライ
ン「いやや」（局番なしの188）ま
でお電話ください。

18歳（成年）になったらでき
ること（一部）
・スマートフォン契約
・クレジットカード契約
・アパートの賃貸契約
・�結婚（女性の結婚可能年齢が
16歳から18歳に引き上げら
れ、男女とも18歳に）

20歳にならないとできない
こと（一部）
・飲酒
・喫煙
・競馬、競輪


